
Toki City, Gifu Prefecture

岐阜県
土岐市

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プ
ロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税
額控除する仕組みです。

土岐市が実施している地方創生事業の詳細をご案内させていただ
きますので、お目通しいただけますと幸いです。

企業版ふるさと納税 〜地⽅創⽣応援税制〜



岐阜県土岐市

土岐市が実施する

主な地⽅創⽣プロジェクト

01

土岐市では、企業の皆さまからのご寄附（企業版ふるさと納税）を活用し、次の地方創生事業
に取り組んでいます。

土岐市は、東濃の美しい山々と河川に恵まれ
た自然豊かなまちです。また、本市は、約1400
年の歴史を有する「美濃焼」のまちとして、今
もその文化を伝えています。さらに近年では、
高速交通網の整備により近隣市からのアクセス
が飛躍的に向上したことから、にぎわいのある
まちづくりが進んでいます。

土岐市ってどんなところ？

文化財保存活用拠点（仮称）整備事業

基
本
計
画

関連するSDGs

豊かな文化資源を蓄え、市⺠とともに新たな
文化を創造し、土岐市の未来をひらく

市⺠ワークショップの様⼦

①「美濃焼のランドマーク」としての博物館

②「土岐市の歴史・文化」を知り、ふるさと
への愛着を育む博物館

③多様なつながりやまちのにぎわいを⽣む
博物館

土岐市が有する文化財の保存・活用に加えて、
周辺史跡の活用や、市域全体のにぎわい創出等
につながる活動として、「美濃焼」と「土岐市
の歴史・文化」をテーマとした新博物館の建設
事業に取り組んでいます。

新博物館イメージ

詳細はこちら



ときげんきプロジェクト

03 読書活動推進事業

事
業
内
容

関連するSDGs

いつまでも元気で楽しく過ごし、健康寿命を延ばそう！！

①運動習慣づくり

基
本
構
想

生涯にわたって読書に親しむことができる環境を
整え、世代や地域、障がいの有無を問わない多様
性に富んだ読書活動の推進に取り組んでいます。

読書が育てるまちの未来

①読書に親しむ施設環境づくり

②読書でつながる仲間づくり

③読書に触れる取り組みづくり

②フレイル予防

④⻭と⼝腔の健康づくり

⑤疾病予防・重症化予防

③食⽣活の改善
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ブックフェス（古本市）の様⼦

電⼦書籍の導入

⼦どもから高齢者まですべての世代が健康で元気に
活躍できるまちを目指し、全世代健康寿命延伸事業
「ときげんきプロジェクト」を推進しています。

運動習慣づくりのきっかけとして、幼児期からシニア層
まで全世代で取り組むことができる「ときげんき体操」
を制作しました。土岐市の伝統文化を連想させる振り付
けを取り入れ、ふるさとを感じながら楽しく身体を動か
せる体操となっています。

ときげんき体操

公園に設置している健康遊具

詳細はこちら

詳細はこちら

関連するSDGs

世代や地域、障がいの有無を問わず、読書活動を行
える施設の環境整備に取り組みます。

市図書館・学校・家庭・地域等が連携し、読書活動
を推進します。

生涯にわたって読書に親しむ環境を提供します。



企業版ふるさと納税は、国が認定した地⽅公共団体の地⽅創⽣プロジェクトに対して企業が
寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

損金算入 税額控除 企業負担最小

税額軽減最大で９割、実質負担１割に！
（例）1000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減。

9割軽減

寄附額

通常の寄附

企業版ふるさと納税を活用した寄附

・本制度を活用して土岐市へ寄附ができるのは、土岐市以外に本社がある企業です。

お問い合わせ 岐阜県土岐市
行政経営課 E-Mail / gyoukei@city.toki.lg.jp

〒509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101

土岐市公式ホームページ

制度の概要

活用する
メリット

寄附額の最大約９割の軽減効果を活用しながら、地⽅創⽣を応援できます。
社会貢献や企業のPRをはじめとする事業展開につながります。

寄附の流れ
ご相談 企

業
様

土
岐
市

土
岐
市

企業様のご意向に沿って、寄附対象事業の決定をおこないます。
対象事業や寄附金額が決定しましたら、寄附申込書をご提出いただきます。お申し出

払い込みいただくため、
納付書を発行いたします。

納付書を使用し、土岐市指定金融機関で
払い込みをお願いいたします。

受領書を使用し、税務署での税申告の
お手続きをお願いいたします。

受領書を発行いたします。

ご寄附
企
業
様

お手続き
税申告の 企

業
様

留意事項 ・１回当たり１０万円以上の寄附が対象です。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けとることは禁止されています。

TEL  / 0572-54-1111（内線534）

事業の詳細は土岐市公式HPをご覧ください。
https://www.city.toki.lg.jp/shisei/zaisei/1004975/1008480/100
4212.html 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）

mailto:gyoukei@city.toki.lg.jp
https://www.city.toki.lg.jp/shisei/zaisei/1004975/1008480/100

